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○ 災害時に都内全域における薬事に関する総合調整を適切かつ円滑に行う
ことができるよう、体制を一層強化する必要があります。 

 

 
 

 

事業推進区域  

○ 搬送・連携：区市町村、二次保健医療圏及び都全域 
○ 医療救護所：区市町村 
 

評価指標 
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１－１ 災害拠点病院の指定数 83 病院 
（令和５年４月１日現在） 増やす 

取組１－１ 災害拠点連携病院の指定数 137 病院 
（令和５年４月１日現在） 増やす 

取組１－２ 病院の耐震化率 80.1% 
（令和４年度） 上げる 

取組１－２ 病院のＢＣＰ策定率 68.9% 
（令和４年度） 上げる 

取組１－３ 
浸水想定区域に所在する
病院のうちＢＣＰへの水
害対策の記載率 

47.4% 
（令和４年度） 上げる 

取組２－４ 
ＥＭＩＳ等を活用した訓
練を実施している病院の
割合 

55.5% 
（令和５年２月） 上げる 

取組２－４ 広域医療搬送を想定した
訓練の実施回数 

１回 
（令和４年度） １回 

取組３ 東京ＤＭＡＴの隊員数 1,149 人 
（令和５年３月末現在） 

1,000 人
を維持 

（（取取組組４４））医医薬薬品品等等のの供供給給体体制制のの確確保保  

○ 協定締結卸団体に所属する卸売販売業者の車両のうち、必要な台数を
緊急通行車両として事前登録します。 

 

○ 協定締結卸団体に配備した災害時優先携帯電話と業務用無線を使用し
た通信訓練を定期的に実施します。 

 

○ 地域の災害薬事リーダーを育成するための実践的な研修を計画的に実
施します。 

 

○ 東京都災害薬事コーディネーターを指定し、医薬品等の供給体制等の
一層の強化を図ります。 
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（７）災害医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
 
【ストラクチャー指標】 

 
 
【プロセス指標】 

 
  

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

1
災害拠点病院以外の病院における業務継続計
画の策定率

都道府県調査
平成29年9月30

日時点
都道府県 -

2
広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ
Ｓ）への登録率

都道府県調査
令和3年4月1日

（毎年）
都道府県 1.0

整理
番号

調査名等 東京都

二次保健医療圏
調査年

（調査周期）
指標名 集計単位

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

ＥＭＩＳの操作を含む研修・訓練を実施して
いる病院の割合

都道府県調査
令和4年4月1日

（毎年）
都道府県 91.5

操作担当者の指定をしている病院の割合 都道府県調査
令和4年4月1日

（毎年）
都道府県 90.2

5

災害時の医療チーム等の受入を想定し、都道
府県災害対策本部、都道府県医療本部で関係
機関（消防、警察、保健所、市町村等）、公
共輸送機関等との連携の確認を行う災害訓練
の実施回数

都道府県調査
令和3年度
（毎年）

都道府県 0

6

災害時の医療チーム等の受入を想定し、関係
機関・団体等と連携の上、保健所管轄区域や
市町村単位等で地域災害医療対策会議のコー
ディネート機能の確認を行う災害訓練の実施
回数

都道府県調査
令和3年度
（毎年）

都道府県 0

7

広域医療搬送を想定し、都道府県災害対策本
部、都道府県医療本部で関係機関（消防、警
察等）、公共輸送機関等との連携の確認を行
う災害訓練の実施箇所数及び回数

都道府県調査
令和3年度
（毎年）

都道府県 0

8
被災した状況を想定した災害実働訓練を実施
した病院の割合

都道府県調査
令和4年4月1日

（毎年）
都道府県 81.7

整理
番号

東京都

二次保健医療圏

指標名 調査名等
調査年

（調査周期）
集計単位

4

（８）新興感染症の発生・まん延時における医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
 
【ストラクチャー指標】 

 
 
【プロセス指標】 

 
※ 協定手続中により、現時点では把握が困難なため、中間見直しの際に把握・活用する。 
  

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

1 入院
協定締結医療機関の確保病床数（うち、流
行初期医療確保措置）

- - - -

2 発熱外来
発熱外来を行う協定締結医療機関数
（うち、流行初期医療確保措置対象協定締
結医療機関）

- - - -

協定締結医療機関数（病院・診療所） -

協定締結医療機関数（訪問看護事業所） -

協定締結医療機関数（薬局） -

4 後方支援 後方支援を行う医療機関数 - - - -

派遣可能医師数 -

派遣可能看護師数 -

6
個人防護具を２ヶ月分以上確保している医
療機関数

- - - -

3 -

5 - - -

整理
番号

調査名等
調査年

（調査周期）
集計単位 東京都

-

医療人材

指標名

二次保健医療圏

自宅療養者等へ
の医療の提供

-

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

1
年1回以上、新興感染症患者の受入研修・
訓練を実施又は外部の研修・訓練に医療従
事者を参加させている割合

- - - -

指標名

二次保健医療圏
整理
番号

調査名等
調査年

（調査周期）
集計単位 東京都


